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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

新しい長期滞在者ビザ（LTR ビザ）の導入について 

 

新しい特別なタイプのビザである長期滞在者ビザ（以下「LTR ビザ」）の導入

と発表は、タイでの長期滞在を希望する外国人から注目を集めています。LTR

ビザの目的は、タイへの投資を増やし経済成長を支えることであり、専門家及

びエキスパート等の高い能力を有する外国人を長期滞在させ、国内消費の増加

とタイ政府の歳入の増加を図ることにあります。本制度に基づき長期滞在ビザ

を得る可能性が高い外国人は、下記の 4 つのグループに分類されます。 

 

1. 富裕層のグローバル市民：この分類に該当する外国人は、タイで 50 万

米ドル以上のタイ国債、タイへの海外直接投資又はタイの不動産に投

資し、過去 2 年間の個人所得が 8 万米ドル以上で、タイ国内及び海外

に 100 万米ドル以上の資産を保有する者です。 

2. 富裕層の年金生活者：50 歳以上の退職者で、年金又は個人所得（雇用

による所得ではなく）を年間 8 万米ドル以上得ている者が該当しま

す。加えて、少なくとも 25 万米ドルをタイ国債、タイへの海外直接投

資又はタイの不動産に投資した場合は、年間の個人所得が 4 万米ドル

以上で 8 万米ドル未満の退職者も該当します。 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/th/Documents/tax/th-GES-immigration-alert-en-sep2022.pdf
http://www2.deloitte.com/us/en.html


3. タイでの在宅勤務の職業人（リモートワーカー）：過去 2 年間の個人

所得が年間 8 万米ドル以上を得ているか、所得が年間 4 万米ドル以上

8 万米ドル未満の場合、修士号以上の学歴、知的財産権の所有、又は

100 万米ドル以上のシリーズ A 資金（タイ政府系法人の Digital 

Economy Promotion Agency (depa)が拠出するファンドの一つ）を受

け、かつ、過去 10 年間に現職の関連分野で 5 年以上の実務経験がある

場合も該当します。さらに、海外に所在する現在の雇用主は、証券取

引所に登録されている上場企業、又は過去 3 年間の連結売上高が 1 億

5 千万米ドル以上の営業活動中の非上場会社である必要があります。 

4. 高度専門職業人：タイで定められたターゲット産業（現在 14 種のター

ゲット産業事業）に従事し、過去 2 年間の個人所得が年間 8 万米ドル

以上である者が該当します。加えて、年間所得が 4 万米ドル以上 8 万

米ドル未満の場合、一定の条件により免除されない限り、科学技術分

野の修士号以上を有する、又はタイでの職務に関連する特別な知識・

技能を持ち、ターゲット産業において 5 年以上の経験を有することが

必要です。タイ政府機関に勤務する専門職の場合、個人所得の最低条

件は定められていません。 

LTR ビザ保有者への特典 

• 10年ビザ：当初 5 年その後 5年延長され、合計 10 年有効のビザが与

えられます 

• 配偶者と 20 歳未満の子供（最大 4 人の扶養家族）へも 10 年間のビ

ザが与えられます 

• 入国回数に制限が課されません 

• LTR ビザ保有者とその配偶者は労働許可証を申請することができ、

タイ人 4 人に対して外国人 1 人という標準的な比率の要件が免除さ

れます 

• 入国管理局へ報告は 1 年に 1 回です（90 日レポートは不要です） 

• タイの国際空港でのファストトラックサービスを利用できます 

• タイにおいてターゲット産業に属する法人に雇用された高度専門職

業人は、雇用主が支払う給与所得に対して 17%の個人所得税率が適

用されます 

• 富裕層のグローバル市民、富裕層の年金受給者、タイでの在宅勤務

の職業人に該当する場合には、前年度に得た国外所得を翌年度にタ

イに持ち込んでも個人所得税が課されないことが明文化されました 

 

2022 年 9 月 1 日以降、投資委員会が定める電子システムによりビザ申請が可

能です。申請者は、タイでの治療に最低限必要な健康保険又は社会保障給付を

提出する必要があります。 

 

ビザ申請が許可された後、適格とされたLTRビザの申請者は、タイ国大使館、

領事館、又はワンストップサービスセンター（以下「OSSC」）の入国管理局

にて手続を進めます。その際、申請手数料として一人当たり 5 万バーツを支払

うことになります。 

 

LTR 保有者と配偶者がタイの雇用主の下で働く場合、OSSC の雇用局で労働許

可書の申請ができます。その際、年間 3 千バーツの手数料払いが必要です。 



 

LTR ビザは、承認された申請者が多くの恩恵を受けることができるため、該当

する外国人にとって魅力的なビザであると考えられています。しかし、外国人

個人と雇用主（タイ人と外国人雇用主）の両方において、申請資格を証明する

ための証拠書類の提出等、検討すべき詳細事項が数多く存在します。これに

は、タイでの居住と仕事の計画や、所得税に関する考慮事項等も含まれます。

所得税に関する考慮事項の例を挙げれば、17％の個人所得税は高度専門職業人

にのみ適用されますが、一方で富裕層のグローバル市民、富裕層の年金受給

者、タイでの在宅勤務の職業人のタイでの源泉所得には適用されません。 
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